
令和5年度美唄市議会報告会における「議会に対する意見・要望」【議会】

①　議会
№ 意　見　・　要　望 回　　　　答

1

　議員報酬の根拠は何か。 　美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和31年12月28
日条例第36号）において規定されており、現在の報酬月額は平成6年に改定
されたものです。

2
　議会改革のスケジュールを示した説明をしてもらいたい。 　分かりやすい形でお伝えできるように努めてまいります。

3
　配布資料の字が小さい。 　今後改善してまいります。

4

　会派代表者会議と議会運営委員会とは何が違うのか。 ・「議会運営委員会」…議会に提出される議案の確認や、議会や委員会の日
程を議論しております。
・「会派代表者会議」…議会運営委員会の前段で、各会派に確認をするため
に行われております。現状、会派制度を取っているため、会派代表者会議を
持っております。

5
　議会全体についての疑問点等はどこに問い合わせれば聞け
るのか。

　会派代表者会議のように、現状非公開となっている会議もありますが、議
会についての疑問等については、議会事務局に問い合わせください。

6
　議会報告会の開催について、他の参加者の顔が見えるよう
に席を工夫してもらいたい。

　次回の報告会までに検討してまいります。

②　病院関係

7

　せき損センターの移転問題について。議会としてのこれま
での把握と今後どうして行くのかを伺う。

　せき損センターの院長が変わった4月に、市に移転の話がされたものと把
握しております。国、道、機構を交えた協議を重ねていると聞いております
ので、行政と議会が足並みをそろえて逐次報告を受けながら取り組んでまい
ります。

③　その他

8
　市長が美唄をどうしたいのかビジョンが見えてこない。議
会はどう考えているか。

　今年度は当初予算を執行することが大前提であり、今後新市長のビジョン
が見えてくるものだと考えております。

9
　市長は今年度当初予算が割り当てられたいくつかの事業に
ついて縮小、中止するといっているが議会はどう考えている
か。

　完全に事業を中断するということではなく、若干の規模の縮小が行われて
おります。しっかりと市民の声を聴いていくとの答弁をもらっています。

10
　道議会についての質問。地方選出議員が減っている。民主
主義の根幹を守るために地方に議席を割り振るべき。

　道議会の決定となりますので、空知地域選出の議員に要望を届けてまいり
ます。


